
住宅瑕疵担保保険

重要事項説明書
ご 利 用 の 前 に 必 ず お 読 み く だ さ い

万が一のときでも
安心の保険です

この保険は株式会社 日本住宅保証検査機構（以下「 JIO」といいます。）が保険の引受を
行う、住宅瑕疵担保履行法に基づく保険です。

住宅取得者の皆様へ 重要なお知らせです！

■商品名称

住宅瑕疵担保責任保険（通称「1号保険」）

一般瑕疵担保責任保険（通称「2号保険」）
※1号保険と2号保険の主な違いは、紛争処理に関する事項（最終ページ参照）です。

この説明書は、お客様が取得される住宅に付保される住宅瑕疵担保保険の契約内容の概要を説明したものです。
詳しくは、引渡後にお渡しする「JIOわが家の保険 保険のしおり」をご覧ください。ご不明点については裏面に
記載の問合せ窓口にお問い合わせください。

チェック欄

チェック欄

【元受保険会社】

住宅事業者様へ：対象となる保険について、下記のいずれかの
　　チェック欄に「○」印を入れてください。



1. 商品のしくみ

2. お支払いする保険金の内容

■ この保険は保険期間中に住宅事業者の瑕疵
担保責任の対象となる瑕疵が発生した場合、
住宅事業者が修補等にかかった費用を JIOが
住宅事業者にお支払いするものです。万が
一住宅事業者の倒産等により相当の期間を
経過してもなお、修補等の瑕疵担保責任が
実行されない（以下「倒産等」といいます。）
場合は住宅取得者が JIOへ直接保険金の請
求をすることができます。

■ お支払いする主な保険金は次のとおりです。それぞれ事前にJIOの承認が必要です。

① 修補費用･･････････････････････ 事故を修補するために必要な材料費、労務費、その他の直接費用

② 仮住居費用･転居費用･･･････････ 対象住宅の居住者が瑕疵の修補のために住宅の一時的な移転を余儀なくさ
れたことによって生じる仮住居費用および転居費用

③ 損害調査費用 ･･････････････････ 対象住宅の修補が必要な範囲、修補の方法、または修補の金額を確定する
ための調査に要する費用

④ 求償権保全費用 ････････････････ 住宅事業者が求償権を保全するために必要な費用
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保険の対象となる基本構造部分

■木造：在来軸組工法
戸建て住宅の例

■鉄筋コンクリート造：壁式工法
共同住宅の例

　　　　　（屋根もし
くは外壁の内部また
は屋内にある部分）

修補費用等の保険金の支払い対象になるのは構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分です。

■ 次に掲げる事由により生じた損害に対しては保険金をお支払いしません。
● 地震、台風、暴風雨等の自然現象（ただし瑕疵の原因がこれらによらないことが明らかな場合は保険金支払いの対
象となります。）

● 対象住宅の虫食いもしくはねずみ食い、対象住宅の性質による結露または瑕疵によらない対象住宅の自然劣化

● 対象住宅の引渡し後の増築・改築・修補の工事、またはそれらの工事部分の瑕疵

● 対象住宅の著しい不適正使用（住宅設計・施工基準を上回る負荷により生じた損害または用途変更を含みます。）
または著しく不適切な維持管理（定期的に必要とされる修繕を怠った場合を含みます。）

● JIOまたは事業者が不適当であることを指摘したにもかかわらず、住宅取得者等が採用させた設計・施工方法もし
くは資材等の瑕疵

なお、免責事由は上記以外にもございます。詳細は JIOまでご確認ください。

保険金をお支払いできない主な場合（免責事由）






